
生駒市条例第１５号 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成２７年３月２６日 

生駒市長職務代理者 
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生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第６８条の２第１項」の次に「及び都市緑地法（昭和４８年法律第

７２号）第３９条第１項」を加え、「及び敷地」を「、敷地及び緑化」に改め

る。 

 第１０条各号列記以外の部分中「又は改築」を「、改築又は移転」に改め、同

条第１号中「又は改築」を「、改築又は移転」に、「又は第５項及び」を「、第

２項及び第７項並びに」に改める。 

第１１条の次に次の４条を加える。 

 （建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限） 

第１１条の２ 別表第６に掲げる地区整備計画区域内において建築物の新築又は

増築をしようとする者は、当該建築物の緑化施設（植栽、花壇その他の緑化の

ための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園

路、土留その他の施設（当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるも

のに限る｡)をいう。以下同じ｡)の面積の敷地面積に対する割合を、同表の計画

地区の区分に応じ、同表建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最

低限度の欄に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした



建築物の維持保全をする者についても、同様とする。 

（建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限の特例） 

第１１条の３ 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は

適用しない。 

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第６の計画地区

の区分に応じ、同表適用除外の建築物の敷地面積の欄に掲げる数値未満であ

るもの 

 (2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた行為 

 (3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行

の日における当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えないもの 

 (4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の

形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの 

 (5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて

市長が許可したもの 

 (6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であっ

て、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの 

２ 市長は、前項第４号から第６号までに規定する許可の申請があった場合にお

いて、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要

な条件を付することができる。 

 （違反建築物に対する措置） 

第１１条の４ 市長は、第１１条の２の規定又は前条第２項の規定により許可に

付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若

しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を

是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この



場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第１１条の２の規定又

は前条第２項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認

めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定す

る措置をとるべき旨を要請しなければならない。 

 （報告及び立入検査） 

第１１条の５ 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定める

ところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築

物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度に関する基準への適合

若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築

物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施

設、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ

った場合においては、これを提示しなければならない。 

 第１３条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（罰則）」を付し、同条

第１項中「２０万円」を「５０万円」に改め、同条第３項ただし書を削り、同条

の次に次の１条を加える。 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第１１条の４第１項の規定による命令に違反した者 

 (2) 第１１条の５第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(3) 第１１条の５第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した 

者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産に関して前項各号の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。 

 別表第１生駒市白庭台地区整備計画区域の項中「平成２１年３月１６日生駒市



告示第２９号」を「平成２７年２月２０日生駒市告示第３２号」に改め、同表生

駒市鹿ノ台地区整備計画区域の項中「平成２３年５月１０日生駒市告示第１０６

号」を「平成２７年２月２０日生駒市告示第３３号」に改め、同表生駒市翠光台

地区整備計画区域の項中「都市計画法」の次に「第２１条第２項において準用す

る同法」を加え、「平成２４年１２月６日生駒市告示第１８８号」を「平成２６

年７月３１日生駒市告示第１１７号」に改め、同表に次のように加える。 

生駒市別院台地区整備
計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された
平成２７年２月２０日生駒市告示第３４号に定める大
和都市計画生駒市別院台地区地区計画の区域のうち、
地区整備計画が定められた区域 

生駒市あすか野北１丁
目東地区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された
平成２７年２月２０日生駒市告示第３５号に定める大
和都市計画生駒市あすか野北１丁目東地区地区計画の
区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 別表第２生駒市白庭台地区整備計画区域の部沿道利用地区の項中「沿道利用地

区」を「沿道利用地区Ａ」に改め、同項の次に次のように加える。 



 

沿道利用地

区Ｂ 

次に掲げる建築物 

１ 建築物の１階部分を住宅（法

別表第２(い)項第１号に係るも

の）及び共同住宅の用に供する

もの 

２ 寄宿舎又は下宿 

３ 工場（別表第３(う)項に掲げ

るものを除く｡) 

４ ホテル又は旅館 

５ ボーリング場、スケート場、

スキー場、ゴルフ練習場及びバ

ッティング練習場の用に供する

施設 

６ 自動車教習所 

７ 床面積の合計が１５平方メー

トルを超える畜舎 

 １メートル以上 １ 外壁等の中心

線の長さの合計

が３メートル以

下であるもの 

２ 物置その他こ

れに類する用途

に供し、軒の高

さが２．３メー

トル以下で、か

つ、床面積の合

計が５平方メー

トル以内である

もの 

   

沿道利用地

区Ｃ 

次に掲げる建築物 

１ 住宅（法別表第２(い)項第１ 

号に係るもの) 

２ 建築物の１階部分を共同住宅

の用に供するもの 

３ 寄宿舎又は下宿 

４ 工場（別表第３(う)項に掲げ

るもの及び自動車修理工場を除

く｡) 

５ マージャン屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類す

るもの 

６ ホテル又は旅館 

７ 劇場、映画館、演芸場又は観

覧場のうち客席の部分の床面積

の合計が２００平方メートル未

満のもの 

 １メートル以上 １ 外壁等の中心

線の長さの合計

が３メートル以

下であるもの 

２ 物置その他こ

れに類する用途

に供し、軒の高

さが２．３メー

トル以下で、か

つ、床面積の合

計が５平方メー

トル以内である

もの 

   



 
 ８ 自動車教習所 

９ 床面積の合計が１５平方メー

トルを超える畜舎 

10 倉庫業を営む倉庫 

11 別表第４(あ)欄に定める数量

を超える危険物（同表に数量の

定めのない場合にあっては、そ

の数量を問わないものとし、地

下貯蔵槽により貯蔵される第２

石油類、第３石油類及び第４石

油類並びに容量の合計が５万リ

ットル以下の地下貯蔵槽により

貯蔵される第１石油類及びアル

コール類を除く｡)の貯蔵又は処

理に供するもの。ただし、建築

物に附属するものを除く。 

      



 別表第２に次のように加える。



 

 

生駒市別院

台地区整備

計画区域 

 

 次に掲げる建築物以外の建築物 

１ 住宅（法別表第２(い)項第１

号に係るもの。ただし、長屋住

宅及び重ね建て住宅を除く。次

項において同じ｡) 

２ 別表第３(あ)項に掲げる住宅 

３ 診療所（患者の収容施設を持

つものを除く｡) 

４ 巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する別表第３(い)

項に掲げる公益上必要な建築物 

５ 集会所 

６ 前各項の建築物に附属するも

の（別表第３(え)項に掲げるも

のを除く｡) 

１６５平方

メートル 

道路に面する側

にあっては、１

．５メートル以

上 

１ 外壁等の中心

線の長さの合計

が３メートル以

下であるもの 

２ 物置その他こ

れに類する用途

に供し、軒の高

さが２．３メー

トル以下で、か

つ、床面積の合

計が５平方メー

トル以内である

もの 

   

生駒市あす

か野北１丁

目東地区整

備計画区域 

低層専用住

宅地区 

次に掲げる建築物以外の建築物 

１ 住宅（法別表第２(い)項第１

号に係るもの。ただし、長屋住

宅及び重ね建て住宅を除く。次

項において同じ｡) 

２ 別表第３(あ)項に掲げる住宅

（同項第１号、第６号又は第７

号に掲げる用途を兼ねる住宅に

限る｡) 

３ 幼稚園、保育所、公民館又は

集会所 

４ 診療所（患者の収容施設を持

つものを除く｡) 

５ 巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する別表第３(い)

項に掲げる公益上必要な建築物 

６ 前各項の建築物に附属するも

の（別表第３(え)項に掲げるも

のを除く｡) 

１８０平方

メートル 

     



 別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第１１条の２、第１１条の３関係） 

地区整備計画区域
の名称 

計画地区の区分 建築物の緑化施設の
面積の敷地面積に対
する割合の最低限度 

適用除外の建築
物の敷地面積 

生駒市あすか野北
１丁目東地区整備
計画区域 

低層専用住宅地区 １０分の２ １８０平方メー
トル 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１０条各号列記以外の部分及び第１号の改正規定（「又は改築」を

「、改築又は移転」に改める部分に限る｡) 平成２７年６月１日 

 (2) 第１３条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第

１項の改正規定、同条第３項ただし書を削る改正規定及び同条の次に１条を

加える改正規定 平成２７年７月１日 

 

 




